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                               さつま町 

 

さつま町分別収集計画  

 

 

１．計画策定の意義 

 

   快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄

に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要が

ある。そのためには、住民・事業者・行政がそれぞれの立場でその役割を認識し、履

行していくことが重要である。 

  本計画はこのような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に 

関する法律（以下「法」という）第8条に基づいて一般廃棄物の中で大きな比率を占め 

る容器包装廃棄物を分別収集し、及び地域における容器包装廃棄物の3R（発生抑制： 

リデュース、再使用：リユース、再生利用：リサイクル）を推進し、最終処分量の削 

減を図る目的で、住民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的な推進方策を明らか 

にするとともに、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組 

むべき方針を示したものである。 

本計画の推進により、容器包装廃棄物の3Ｒを推進することによって、廃棄物の減量

や最終処分場の延命化、温室効果ガスの削減、資源の有効利用が図られ、循環型社会

の形成が図られるものである。 

 

２．基本的方向 

 

  本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。  

 

  ・ごみの排出抑制、リサイクルを基本とした循環型地域社会づくり 

  ・住民、事業者、行政が、それぞれの役割と責任に基づく容器包装廃棄物の排出抑制

の推進 

  ・容器包装廃棄物の分別収集による資源化の推進 

  ・容器包装廃棄物の分別収集による可燃ごみ処理施設、最終処分場に与える負荷の低

減並びに最終処分量の削減 

   

３．計画期間 

 

  本計画の計画期間は令和５年４月を始期とする５年間とし、令和７年度に見直す。 
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さつま町 

  

４．対象品目 

 

  本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器

（無色、茶色、その他）、飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装、ペットボトル

その他プラスチック製容器包装（白色トレイを含む）を対象とする。  

 

５．各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第1号）（単位：ｔ） 
 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度  

容器包装廃棄物 403 396 388 382 374 

 

６．容器包装廃棄物の排出の抑制の促進するための方策に関する事項 

（法第８条第2項第２号） 

  容器包装廃棄物の排出の抑制のため以下の方策を実施する。なお、実施するにあた

っては行政、住民、事業者、再生業者等がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に

協力・連携を図ることが重要である。 

  当町では、ごみ減量の推進やリサイクルを促進するために生きびん等の集団回収を

各小・中学校ＰＴＡや女性団体等を中心に実施している。又各自治会ごとに収集日に

分別の指導立ち合いも行っている。今後もこのような取組を続けていく必要がある。  

環境教育として、リサイクルの取組や施設の見学会、出前講座などあらゆる機会を活用

し、ごみの排出抑制、分別排出、再生利用の意義および効果、ごみの適切な出し方に関す

る啓発活動に積極的に取り組む。 

  又、買い物時のマイバックの持参の徹底等お願いを継続していく。 

 

７．分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に 

係る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

 

  最終処分場の残余容量、処理施設の状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、分

別収集する容器包装廃棄物の種類を別表左欄のように定める。 

  また、住民の協力度、当町が有する再生施設、収集機材等を勘案し、収集に係る分

別の区分は別表右欄のとおりとする。 
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別 表 

 
 

 
分別収集する容器包装の種類 収集に係る分別の区分 

 

 主としてスチール製の容器 
缶 

 主としてアルミ製の容器 

 

 

ガラスびん 

 主として 

 ガラス製の 

 容器 

  
無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

 

 

 主として紙製の容器包装であって飲料を充てんするた

めのもの（原材料としてアルミニウムが利用されてい

るものを除く。） 

 

 飲料用紙パック 

 

飲料用紙パック 

 主として段ボール製の容器包装 段ボール 

 主として紙製の容器包装であって上記以外のもの 
紙箱・包装紙等 

 主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製の

容器であって飲料又はしょうゆを充てんするためのも

の 

 

ペットボトル 

 

 主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外

のもの 

 

プラスチック容器類 

 

 
白色トレイ 
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（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

45ｔ t 44ｔ t 43ｔ t 43ｔ t 42ｔ t

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

68ｔ t 67ｔ t 66ｔ t 64ｔ t 63ｔ t

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

20ｔ t 20ｔ t 19ｔ t 19ｔ t 19ｔ t

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

t 21ｔ t 21ｔ t 20ｔ t 20ｔ t 19ｔ

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

55ｔ t 54ｔ t 53ｔ t 52ｔ t 51ｔ t

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

68ｔ t 67ｔ t 66ｔ t 65ｔ t 63ｔ t

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

5ｔ t 5ｔ t 5ｔ t 5ｔ t 5ｔ t

98.06%98.19% 98.16% 98.13% 98.10%

17,938人
（対前年度比） （対前年度比） （対前年度比） （対前年度比） （対前年度比）

19,358人 19,003人 18,648人 18,293人

 ９．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装
　 リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

　　 特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務

　 省令で定める物の量の見込み　＝　直近年度の分別基準適合物等の収集実績×人口変動率

主としてスチール製の容器

主としてアルミ製の容器

主として段ボール製の容器

茶色のガラス製容器

その他色のガラス製容器

無色のガラス製容器

68ｔ

55ｔ 54ｔ

21ｔ21ｔ

主として紙製の容器であって飲料

を充てんするためのもの（原材料

としてアルミニウムが利用されて

いるものを除く）

（合計）

主としてポリエチレンテレフタ

レート（PET）製の容器であって

飲料又はしょうゆそのほか主務大

臣が定める商品を充てんするため

のもの

67ｔ

主として紙製の容器包装

であって上記以外のもの

（合計） （合計）

45ｔ

5年度

（合計）

15ｔ 14ｔ
30ｔ 29ｔ

6年度 7年度 8年度

14ｔ 14ｔ
9年度

（合計） （合計） （合計） （合計）

14ｔ

（合計）

44ｔ

63ｔ

（合計）（合計）

66ｔ 64ｔ

（合計）

（合計）（合計）

43ｔ 43ｔ 42ｔ

20ｔ 20ｔ 19ｔ 19ｔ 19ｔ

（合計） （合計）（合計）

主としてプラスチィク製

の容器であって上記以外

のもの

5ｔ5ｔ 5ｔ

51ｔ

（合計）

53ｔ 52ｔ

5ｔ

72ｔ

20ｔ

（合計） （合計）

20ｔ

5ｔ

（合計）

68ｔ

19ｔ

5ｔ

76ｔ 75ｔ 70ｔ
（合計）

73ｔ
（合計） （合計） （合計） （合計）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さつま町

（うち白
色トレ

イ）

 ８．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装

　 リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み（法第８条第２項第４号）

（合計） （合計） （合計）

29ｔ 28ｔ 28ｔ

（合計） （合計）

63ｔ

（合計） （合計） （合計） （合計）

5ｔ

67ｔ 66ｔ 65ｔ

5ｔ 5ｔ 5ｔ
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１０．分別収集を実施する者に関する基本的な事項（第８条第２項第５号） 

 

  収集・運搬業務にいたるまでの指導及び処理業務については当町のクリーンセンタ

ーで行なう。 

 

              分別収集の実施主体 
 

 容器包装廃棄物の 

種      類 

収集に係る 

分別の区分 
選別等段階  

 

 缶 

スチール 

缶 委託業者 

アルミ 

 

 び 

 

 ん 

無色ガラス 

ガラスびん 委託業者 茶色ガラス 

その他ガラス 

 

 紙 

 製 

 容 

 器 

紙パック 飲料用紙パック 委託業者 

段ボール 段ボール 委託業者 

その他紙製容器包装 紙箱・包装紙等 委託業者 

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク 

 

 

 

ＰＥＴボトル ペットボトル 委託業者 

その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 プラスチック容器類 委託業者 

白色トレイ 白色トレイ 委託業者 
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１１．分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（第８条第２項第６号） 

 

  缶類・びん類については、現有の施設で圧縮・保管する。 

 

  当町は、ごみの収集に関して、現在は次のように３種類にわけて分別収集を実施し

ている。なお、容器包装廃棄物に係る分別収集は資源物として収集する。 

 

      １）可燃ごみ          紙類、厨芥、他 

      ２）不燃ごみ          金属類、ガラス、陶磁器、他 

      ３）資源物           缶類、びん類、紙類、プラスチック類 

 

            分別収集の用に供する施設の整備計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容器包装廃棄物の 

種      類 

収集に係る 

分別の区分 
収集容器 収 集 車 中 間 処 理  

 スチ－ル 

缶    透 明 袋 
2ｔパック車 

4ｔパック車 

ストックヤードで 

圧縮・保管 
 アルミ 

 無色ガラス 

び ん  コンテナ 2ｔ平ボディ車 
びん類は、選別後、ストッ

クヤードで色別保管  茶色ガラス 

その他ガラス 

 紙パック 飲料用紙パック コンテナ 2ｔ平ボディ車 

ストックヤードで圧縮・保管  段ボ－ル 段ボール 紙ひも 2ｔ平ボディ車 

 その他紙製容器包装 紙箱・包装紙等 紙ひも 2ｔ平ボディ車 

 ＰＥＴボトル ペットボトル コンテナ 
2ｔ平ボディ車 

2ｔパック車 
ストックヤードで圧縮・保管 

 その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 

 

プラスチック容

器類 

 

 

コンテナ 

 

  2ｔ平ボディ車 

  2ｔパック車 

 

 

 

                          
ストックヤードで圧縮・保管 

 

 

 

 

 

 

白色トレイ 白色トレイ コンテナ  2ｔ平ボディ車 ストックヤードで袋保管 
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１２．その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

 

・ 住民や事業者の意見、要望を反映させ、容器包装廃棄物の分別収集を円滑かつ効率  

的に進めていくため、住民や事業者及び行政が一致協力して、分別収集推進体制を整

備する。 

・ ボランティアによる空びんやアルミ缶等の集団回収の協力や、住民への周知の徹底

を図るよう今後も努力し、各自治会等による集団回収を促進するよう指導する。  

・ 住民対象の出前講座の開催により、ごみ減量化とリサイクル運動の啓発に努める。 

・ ごみ、資源物の正しい分け方出し方とごみ分別の手引きゴミック誌、収集日を記載した分別

収集カレンダーを全世帯に配布し、分別収集についての啓発に努める。 

・ 分別収集・選別保管のコスト削減のため、毎年度、容器包装の分別収集・選別保管に係る費 

用の把握に努め、費用削減に向けた分析、検討を行い、必要な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


